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新制度の理事会を乗り切るノウハウを
Q&A形式で、精選100に絞って解説!!

■全国公益法人協会特別顧問

 渋谷幸夫［著］
●著者プロフィール
神奈川県出納局長を経て、89年（財）神奈川県企業庁サービス協会理事長に就任。04年
には総務省の「公益法人の効率的・自律的な事業運営の在り方等に関する研究会」委
員を務める。著書に『定款の逐条解説　公益社団法人・一般社団法人編』『定款の逐
条解説　公益財団法人・一般財団法人編』『公益社団法人・公益財団法人　一般社団
法人・一般財団法人の機関と運営』（全国公益法人協会）他。

全国公益法人協会の書籍 絶賛発売中

Chapter I　理事会制度
Chapter II　理事会の権限
1　業務執行の決定
2　理事会の監督権限
3　代表理事・選定業務執行理事
等の選定及び解職

4　重要な財産の処分等
5　多額の借財
6　重要な使用人
7　重要な組織
8　内部統制システムの整備
9　役員の責任の免除と理事会決議
10　その他の重要な業務執行
Chapter III　競業取引の承認・利
益相反取引の承認

1　競業取引の承認
2　利益相反取引の承認

Chapter IV  理事会への報告
Chapter V  理事会の招集・開催
1　理事会の招集権者
2　理事会の招集手続
Chapter VI　理事会の運営
1　理事会の議長
2　理事会の定足数と出席者等
3　理事会の審議及び決議
4　理事会における特別利害関係人
Chapter VII　理事会議事録
Chapter VIII　理事会において定め
る各種規程・規則

Chapter IX 　理事会決議と理事の
責任

Chapter X　監事と理事会との関係

《主要目次》

一般社団・財団法人
公益社団・財団法人の

理事会Q&A
精選100

定　　価： 3,830円
会員価格： 3,500円
Ａ５判　452頁
　　　　　　※価格は税込です。
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Feature Article

　　　　はじめに

　2011年に税額控除が導入されて以来、多
くの公益法人等が広く市民から寄附金を募る
取組みを行っている。しかし、日本では寄附
文化が根付いていないと言われ、寄附を公益
法人の財源として確立できる環境は未だ整っ
ていない。
　その一方で、日本ファンドレイジング協会
編（2013）によると、日本における2012年の
個人寄附総額は6,931億円あり、個人寄附の
市場規模は年々拡大している。ただし、個人
寄附の多くが共同募金会や日本赤十字社、町
内会及び自治会に振り向けられている状況下

で、公益法人等に対する寄附者の関心を高め
る努力が必要となっている。
　近年では、公益法人の事業報告や財務諸表
が広く公開されるようになったが、依然とし
て「どの団体に寄附すれば良いか分からな
い」という寄附者も多い。多大な手間とコス
トをかけて、たいへんな苦労をしながら作成
した財務情報がうまく活用されていない状況
には、少なからぬ公益法人が悩みを感じてい
るのではないか。
　そこで、本稿では、寄附者にアピールでき
る財務情報とはいかなるものか考えるために、
日本のNGOにおいて寄附者や会員に行った
調査や、海外での動向も踏まえながら検討を
加えたい。

いま、知っておきたい公益・一般法人の「寄附」

寄附者にアピールするための
財務情報と社会インパクト評価

馬場英朗［ばば・ひであき］
関西大学准教授

寄附を募る際、寄附の贈り手にどのような財務情報を開示
していけば、法人の活動や理念を伝えることができるの
か？　海外における最新の事例を交えながら考察する。
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　　　　�会員と一般市民では異なる
「注目する財務情報」

　財務情報の開示について、作成者である団
体側と利用者である寄附者側には、その意識
に大きなギャップがある。すなわち、団体側
では正確で精緻な財務情報を詳しく知って欲
しいと期待するのに対して、寄附者側ではポ
イントとなる情報を簡潔明瞭に伝えてもらう
ことを望んでいる。
　この点について愛知県に所在し、フィリピ
ンで活動を行っているNGO（認定NPO法人）

の会員及び寄附者（有効回答70名）に実施し
た調査によれば（馬場・石田・五百竹 2013）、
寄附者は事業費の割合や人件費などの資金使

途、収入源や内部留保といった財務情報より
も、団体のミッションや、活動に関する数量
的・記述的な情報といった非財務情報を重視
する傾向が明らかとなった（【図１：寄附者が
重視する情報項目】参照）。
　必ずしも寄附者は財務情報を軽視するわけ
ではないが、情報の見せ方を工夫しないと、
財務情報を注視してもらうことは難しいとい
うことであろう。
　その一方で、個別団体の実情をよく知らな
い一般市民（有効回答2,000名）に実施したネッ
ト調査によれば（石田・馬場 2014）、資金使途
や事業費割合といった財務情報を重要視する
傾向が認められた（【図２：一般市民が重視す
る情報項目】参照）。
　したがって、団体との関わり方によって財

Ⅰ

【図１：寄附者が重視する情報項目】

　　　　　　　　　出所：筆者作成
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務情報に対する優先度に相違が生じており、
どの利害関係者をターゲットにすべきか見定
めて、戦略的な情報開示を行うことが求めら
れている。
　そして、これらの調査結果は公益法人の情
報公開に厳しい問題を投げかけている。すな
わち、実際に団体へ寄附を行っている人は情
報項目に対するニーズがはっきりしているの
に対して、一般市民は重視する情報項目があ
まり明確になっていない。一般市民は直感的
に資金使途が重要であると考えていても、現
実には財務情報のみによって団体への信頼性
を確立することは困難である。したがって、
活動実態を知らない一般市民に団体への関心
を持ってもらうことは容易ではない。その結
果として、団体の開示情報を見ても「よく分
からない」という印象を持たれるだけになっ
てしまう危険性も考えられる。

　　　　�海外におけるインパクトを
測る試み

　イギリスなどの諸外国では、公共サービス
改革等に伴う非営利組織や社会的企業の役割
の広がりから、これらの団体が生み出す社会
インパクトを測定しようという取組みが進め
られている。日本でも非営利組織が生み出し
た社会インパクトを貨幣的に測定し、社会的
な投入・産出の効率性を測定するSROI

（Social Return on Investment）への関心が高
まっているが、実際のところイギリスにおい
てSROIが社会価値の標準的測定方法として
確立しているわけではない。現在、日本の非
営利組織の間では厳しい財源のもと、金銭に
限られない社会価値をうまく寄附者に見せる
評価手法への切実な願望があるように感じら

Ⅱ

【図２：一般市民が重視する情報項目】
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れるが、諸外国におけるインパ
クト評価はある意味もっとシビ
アなものである。
　例えば、イギリスではPbR

（Payment by Result）という形で、
提供するサービスがもたらす財
政削減効果を計算し、そのよう
なインパクトの範囲内で行政か
らの委託料が支払われるという
仕組みがある。また、アメリカ
でもPfS（Pay for Success）といっ
て、一定水準を超える成果を達
成した場合にのみ支払いが行わ
れる仕組みがある。そして、そ
の成果を測定するために最も客
観的な方法のひとつとして、
サービスを受けるグループと対
照群とを無作為に抽出し、統計的に比較する
RCT（ランダム化比較試験）という手法が採用
されており、このような調査を専門に請け負
うシンクタンクも存在する。RCTは医学研
究における標準的手法であるが、ソーシャ
ル・サービスにおいても客観的な成果を立証
する手段として用いられ始めている。
　さらに近年では、企業も社会インパクトを
貨幣化する手法を導入し始めている。企業に
よる社会価値の測定は、1970年代に様々な試
みが行われてから下火となっていたが、CSR
や統合レポートへの関心の高まりに応じて、
改めて新しい評価手法が開発されるように
なった。例えば、スポーツブランドのプーマ
は環境への影響額を取り込んだ環境損益計算
書を公表し、サプライチェーンのどの段階で
環境負荷が生じているかを可視化している。
　また、世界的な会計事務所であるPwCは、
社会・環境・経済・租税の観点から、企業活
動がもたらす様々なインパクトを貨幣的に測
定してマネジメントする手法を考案している

（【図３：PwCのインパクト・マネジメント】参照）。
すなわち、その企業が社会（暮らし・健康・
教育・権利向上・地域連携）、租税（環境税・資
産税・生産関連税・雇用関連税・法人所得税）、
経済（無形資産・輸出・投資・利益・給与）に
与える主にプラスのインパクトと、環境（温
室効果ガス・水質汚染・廃棄物・土地利用・水利
用）に及ぼす主にマイナスのインパクトを図
式化することにより、より社会的に望ましい
ビジネス戦略を導こうというのである。

　　　　�いま、公益法人は�
何をすべきか

　ここまで日本の寄附者の財務情報に対する
関心や、海外におけるインパクト評価の状況
を概観してきたが、残念ながら現時点におい
て、非営利組織の社会価値をダイレクトに財
務情報化する評価手法は確立されていない。
むしろ、個々の組織が試行錯誤を繰り返しな
がら、寄附者に対してアピールする手法を模

Ⅲ

【図３：PwCのインパクト・マネジメント】

出所：PricewaterhouseCoopers LLP. ウェブサイト
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索している段階であり、公益法人等も自らが
果たす社会的な役割をどう見せていくか、今
後の努力が問われている。
　日本の非営利セクターでは、「評価」とい
うと、面倒でありコストがかかるものと認識
されることも多い。それは一面では事実であ
るが、重要なことは社会インパクトを示すよ
うな特殊な計算式を導入することではなく、
自分たちが生み出している社会価値をデータ
に基づいて丁寧に立証していくことであると
考える。このようなデータを時系列に蓄積し
なければ、本質的な意味で自分たちの存在意
義を証明することは難しく、逆にデータを
年々積み重ねていけば、それらをどのように
活用すべきかという議論が自ずと生じる。
　特に英米の非営利組織を視察すると、証拠
に基づいた（evidence-based）成果を示す姿
勢が浸透している。そして、非営利セクター
でも経済分析や政策評価の高等教育を受けた
エコノミスト・アナリストが幅広く活躍して
いる。例えば、イギリスにおいてホームレス
支援に取り組む団体では、サービス利用者の
属性やサービス内容及びその帰結をデータ
ベース化し、プログラム策定や成果測定の分
析に活用している。しかし、日本では経営環
境が異なるとはいえ、例えば筆者が学んだ大
阪大学大学院国際公共政策研究科では、政策
評価のための統計分析が必須スキルに位置づ
けられているにもかかわらず、実際に非営利
セクターで活躍する修了生は少ない。
　社会インパクト評価は本来、このような学
術分野と相性がよいのであるが、日本の非営
利セクターでは行政からの指導もあり、会計
を中心とした財務情報の開示へと関心が向か
いがちであると思われる。財務情報はもちろ
ん大切であるが、それだけで寄附者の関心を
惹きつけることはできない。簡潔に分かりや
すく財務情報を伝えるとともに、どのように

工夫して社会インパクトを寄附者に見せるか、
どのような証拠ならば無理なく集められるか。
まずは日々の活動のなかで必要なデータを時
系列に蓄積し、団体が生み出す社会変化を可
視化することが重要である。そのうえで、も
し有用性が高ければ、社会インパクトを貨幣
換算して財務情報に包含すれば良いのであり、
最初から多大なコストをかけて複雑な評価シ
ステムを導入する必要はないであろう。

　付記： 　本稿の一部はJSPS科研費25380486（2013
～2015年度、研究代表者：馬場英朗）及
び文部科学省私立大学戦略的研究基盤形
成支援事業（2014～2018年度、研究代表
者：塚本一郎）の助成による研究成果で
ある。
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昨年、内閣府が公表した資料『公益法人に関する概況』は、「半数を超える公益法人にお
いて寄附金収入額がない」ことを指摘し、「開拓の余地が大きい」と結論付けている。しかし、
国家財政も逼迫し、法人の自立が謳われているなか、「寄附」は事業の財源として無視でき
ないものとなっている。本特集を機会に「寄附」について是非考えてもらいたい。
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